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●対象者：①令和７年９月30日時点で大木町在住の児童手当受給者
　　　　　 ②令和７年 10 月１日から令和８年３月31日までに出生した子どもの児童手当受給者

●支給額：対象児童 1 人につき３万円（国事業分 2 万円＋町上乗せ分 1 万円）
　　　　　 ※町上乗せ分は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

町から児童手当を受給している人（公務員以外）
　原則、申請は不要です。
　（１月中旬ごろ案内を送付しています）
●支払方法　原則、児童手当を受給している口座に
　　　　　　振込み
●振込時期　1 月下旬以降随時

　長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援す
るため、児童手当の受給者を対象に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

　長期化する物価高騰により、食費などの家計負担の増加を強く受けている子育て世帯を経済面から支援するた
め国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、現在実施している第２子以降の給食費無償
化に加え、第１子の 1 月～ 3 月分の給食費も無償化します。

物価高対応子育て応援手当
詳細 HP ▶

子育て世帯の家計を応援

安心して給食を食べてもらうために

「物価高対応子育て応援手当」

学校給食費の無償化（１月～３月分）

公務員（職場から児童手当を受給している人）
　所属庁からの証明が必要です。
●申 請 先　令和７年９月30日時点で
　　　　　　住民票のある市区町村
●申請期限　３月19日㈭
●提出書類　・申請書（所属長の証明があるもの）
　　　　　　・振込口座が確認できる書類
●支払方法　申請された口座に振込み
●振込時期　２月中旬以降随時

㉄こども未来課 子育て応援係
0944-32-1066

㉄こども未来課 学校教育係
0944-32-1269

●対象者：町立小・中学校に在籍する児童・生徒

※申請などの手続きは不要です。

公務員は申請が必要です！

7,890
予算総額

（うち、町上乗せ分）

7,890 2,600万
円
万
円

万
円

973
予算総額

973万
円
万
円
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●配布額：1人　10,000円（500円×20枚）

●対象者：令和８年１月１日現在で、大木町に住民登録されている人

●有効期限：９月30日㈬

応援券は、2月末ごろから３月末までに世帯主宛に世帯全員分を郵送します。
４月になっても届かない場合は、お問い合わせください。

　物価高騰の影響により生活への影響を受けている全ての町民に、国の「物価高騰対応重点支援地方
創成臨時交付金」を活用し、町内の商店などで使用できる「大木町生活応援券」を配布します。

「臨時特別給付金」などをかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

暮らしを支える

全ての町民に必要な支援を

「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した

町の物価高対策支援

　町からご自宅や職場などにお電話することがありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いすることや支給
のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
　もし、不審な電話がかかってきた場合は、警察または警察相談専用窓口（＃9110）にご連絡ください。
　また、国や自治体を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、
個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

「大木町生活応援券」 ㉄福祉課　0944-32-1060

▶次のものには商品券は使用できません。
　・消費の喚起につながらないもの（家賃など）
　・商品券の利用開始日より前に消費（契約）が確定したもの
　・換金性の高いもの（商品券、ビール券、切手、印紙、プリ
　　ペイドカードなど）
　・株券、先物、宝くじなどの金融商品
　・車両購入費、たばこ購入費、医療費の支払い
　・国や地方公共団体への支払い（車検法定費用含む）
▶額面以下で会計をした場合でもお釣りは出ません。

予算総額

1億4,5681億4,568万
円
万
円

見本
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日程日程 地区名地区名

２月１７日㈫
①大角東
②古賀、十間橋、土甲呂

２月１８日㈬
①牟田
②大角西

２月１９日㈭
①福間北、福間南
②笹渕

２月２０日㈮
①前牟田東、前牟田西、横溝油屋
②横溝町、中島、横溝本村

２月２４日㈫
①道本、堀田
②五反田、上白垣、大木団地

２月２５日㈬
①蛭池北、蛭池中
②蛭池南、侍島上、侍島下

２月２６日㈭
①八町牟田上、上木佐木上・中・下
②八町牟田下、絵下古賀

２月２７日㈮
①上牟田口北、上牟田口南
②上八院上、上八院下

３月２日㈪
①高橋、大藪田中、中村、吉祥
②奥牟田東、荒牟田

３月３日㈫
①奥牟田西、小入、野口中野
②筏溝、促進住宅

日程日程 地区名地区名

３月４日㈬
①大角東、古賀
②牟田、大角西

３月５日㈭
①十間橋、土甲呂、福間北、福間南
②笹渕

３月６日㈮
①前牟田東、前牟田西
②横溝町、中島、横溝本村、道本

３月９日㈪
①堀田、五反田、上白垣、横溝油屋
②蛭池北、蛭池中、蛭池南

３月１０日㈫
①侍島上、侍島下、八町牟田上
②八町牟田下、絵下古賀

３月１１日㈬
①大木団地、上木佐木上・中・下
②上牟田口北、上牟田口南

３月１２日㈭
①上八院上、上八院下
②高橋、大藪田中、小入、奥牟田東

３月１３日㈮
①奥牟田西、荒牟田、中村、吉祥
②野口中野、筏溝、促進住宅

申 告 相 談

郵送による提出や、スマートフォンによる
e-TAX 申告にご協力をお願いします

確定申告相談日程
会場：役場 3 階　大会議室

　町では、所得税と町県民税の申告相談を下表の日程で行います。該当日に都合がつかない場合は、他の相談日を利用
してください。申告初日や休日の翌日は特に混雑が予想されます。確定申告書を自分で作成できる人は、スマートフォン申告、
e-TAX や郵送をご利用ください。

①  9  ～ 12 時
② 13 ～ 16 時

町県民税申告相談日程
会場：役場 3 階　大会議室

①  9  ～ 12 時
② 13 ～ 16 時

令和 7 年中の所得に関する

個人住民税の電子申告がスタート

　非課税証明書を取得する人や国民健康保険の軽減を受
ける人は、個人住民税の申告が必要です。
※申告の際はマイナンバーカードが必要です。
※令和 7 年度以前分はできません。

個人住民税の電子申告は
こちらから！

税理士による税務相談はありません。
消費税の申告は大川税務署にご相談ください。

確 定 申 告▶㉄大川税務署　0944-87-2125　　
町県民税申告▶㉄税務町民課　0944-32-1067

e
エルタックス

LTAX 個人住民税電子申告システムを利用して
個人住民税に関する申告ができます。

令和 8 年度分の

【国税庁】確定申告
特集ページ▼

確定申告書等
作成コーナー▼
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確定申告が始まります

令和 7 年分

２月16日㈪ ～ ３月16日㈪申告
期間

税務署での申告（町の会場では申告受付できないもの）

申告に必要なもの

確定申告会場では「利用者識別番号」が必要です

▶所得金額を証明できるもの

未取得の人は事前に「利用者識別番号」の取得をお願いします
　「利用者識別番号」の取得方法「利用者識別番号」の取得方法
　パソコンやスマートフォンを利用し、国税庁（e-tax）ホームページから取
得することができます。登録時に暗証番号（英小文字＋数字で８桁以上）が
必要です。自分で取得が可能な人は、番号を控えて会場にお持ちください。

▶各種控除額を証明できるもの

　次の内容の確定申告は、大川税務署での申告が必要です。申告の際には、スマートフォン、マイナンバーカード（暗証
番号 2 種類が必要）をご持参ください。

※これらの申告以外でも、内容によっては税務署での申告をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。

□ 不動産（土地、建物等）の売却による収入がある
□ 株式等の売却による収入がある
□ 上場株式等の配当による収入がある
□ 先物取引、FX、暗号資産（仮想通貨）取引による
　 収入がある
□ 住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受ける

　　● 給与や年金所得者 … 源泉徴収票
　　● 農業、営業、不動産所得者 … 収支内訳書など
　　● 個人年金や満期返戻金がある人 … 保険会社の支払調書、支払証明書

　　● 社会保険料控除 … 納付証明書、領収書、支払証明書
　　● 生命保険料や地震保険料控除 … 控除証明書
　　● 医療費控除 … 個人ごとで病院ごとに集計した明細書
　　　　　　　　　 （必ず作成してください）
▶所得税の還付がある人は、申告者本人名義の口座が分かるもの ( 通帳 )
▶申告者のマイナンバーが分かるもの（扶養者や専従者がいる場合は、その人の分も必要）
▶本人確認ができるもの（免許証、マイナンバーカード、パスポート、資格確認書、学生証、年金手帳、介護保険証）
　※利用者識別番号取得の際に必要です。

□ 火災や地震などによる損害があり雑損控除を受ける
□ 令和 6 年分以前の申告
　 （更正の請求・修正申告含む）
□ 亡くなった人の申告
□ 青色申告

　　● 寄附金控除 … 寄附先が発行する受領証明書
　　● 障害者控除 … 障害者手帳など

国税庁
（e-TAX）HP
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ごみの収集体制が変わります
令和8年4月６日㈪から

　４月６日㈪から、ごみの収集曜日の一部が変更になります。
従来どおり、生ごみは収集日の８時半まで、燃やすごみとプラスチックは収集
日の８時までに出してください。
※収集車がごみを回収する時間に一部変更が生じる場合があります。

【大溝校区】
大角東、古賀、牟田、大角西、十間橋、土甲呂、
福間北、福間南、笹渕東、笹渕西、笹渕本村、
前牟田東、前牟田西、横溝油屋、横溝町、中島、
横溝本村、道本、堀田、五反田、上白垣

【木佐木校区】
蛭池北、蛭池中、蛭池南、侍島上、侍島下、
八町牟田上、八町牟田下、絵下古賀、上木佐木上、
上木佐木中、上木佐木下、上牟田口北、上牟田口
南、上八院上、上八院下、大木団地

【大莞校区】
高橋、大藪田中、小入、奥牟田東、奥牟田西、
荒牟田、中村、吉祥、野口中野、筏溝、促進住宅

火曜日 金曜日
生ごみ
燃やすごみ

生ごみ
プラスチック

月曜日 木曜日
生ごみ

プラスチック
生ごみ
燃やすごみ

大溝校区

木佐木校区

大莞校区

大木町公式LINEを登録後、お住まいの地区を設定するとごみ出し日のお知らせが届きます。

【イメージ】

友だち追加は
こちらから

➡

赤色（下線）の地区は収集曜日が変更になります。

まだ受信設定をしていな
い人は【基本メニュー】
右下の【受信設定】から
設定してね！

問環境課
(0944-32-1120

6
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にこにこ広場のご案内
開放日　火～木・土曜日
　　　　10 時～16 時
(日曜･月曜･祝日･8/13~15･年末年始は休館)
金曜日は個別相談日です。
子育てのささいな悩みなども気軽
にご相談ください。

2/ 1010 火
場所　子育て交流センター　和室

申し込みフォーム

時間　11時～11時45分

からだに耳をすます、やさしい時間マインドフルネス

月の定期講座22
　つい後回しになりがちな自分のからだ。やさしいストレッチやボディスキャン
を通して、全身の感覚にそっと意識を向け、がんばっている身体に「ありがと
う」と声をかけるように、やさしく寄り添っていきます。 初めての方も安心し
てご参加いただける内容です。

託児
あり

　予防接種には２つの役割があります。
　一つ目は、予防接種を受けることで、その病気に
対する免疫がつくられ、感染症の発症や、重症化を
予防すること。
　二つ目は、多くの人が予防接種を受けることで、
集団の中に感染患者が出ても流行を阻止することで
す。

予防接種を受けましょう予防接種を受けましょう

こども家庭センター
(0944-32-1022（直通）
メール　kodomo@town.ooki.lg.jpメール　kodomo@town.ooki.lg.jp

ににここににここ通信

　さらに、ワクチンを接種す
ることができない人を守るこ
とにもつながります。
　ワクチン接種のタイミングは、感染症にかか
りやすい年齢をもとに決められています。
　春からの新たな集団生活にむけて、必要な予
防接種をすませ、病気を未然に防ぎましょう。

ワクチン 対象者 接種期限

麻しん・風しん 平成 31 年 4 月 2 日～令和 2 年 4 月 1 日生まれ 3 月 31 日㈫まで

ワクチン 対象者 接種期限

子宮頸がん 平成 9 年 4 月 2 日～平成 21 年 4 月 1 日生
まれの女性 3 月 31 日㈫まで

●麻しん・風しんは感染すると重症化する可能性があり、子どものうちに予防接種を受け
ることが大切です。また、２回のワクチン接種で免疫を増強する効果があります。まだ２
回目を接種していない対象者へは個別通知で案内していますので再度ご確認ください。

●子宮頸
けい

がんキャッチアップ接種の期限は３月 31 日までです。それ以降の接種は実費に
なります。接種を完了していない方は、早めに接種してください。

お知らせ

7
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　この台湾研修が、ぼくの初めての海外旅行でした。だ
から出国のとき、パスポートを持っていたけど本当に出国
できるか心配でした。一番印象に残っているのは、北投
小学です。英語で発表するのは緊張したけど、台湾のみ
んなが温かく迎えてくれたので楽しく発表できました。

磯
い そ の

野 航
こ う た

太

　ぼくは残念ながら最終日に財布をなくしてしまい、ショッ
クでした。外国に行ったのにも関わらず、気を抜いてしま
いました。観光地の夜市場は活気があって楽しかったで
す。台湾の空気を感じました。そこでは安心して買い物を
することができました。 　　　　　　　　　猿

さるわたり

渡 智
さとし

心

私は、台湾の給食を食べて日本の給食と違うところがたく
さんあると思いました。ごはんやスープに見たことのない
料理がでてきて、少しドキドキしました。少ししょっぱかった
けど、おいしかったです。　　　　　　　　中

なかむら

村 美
み れ い

玲

　私は台湾に行って日本との食文化の違いを感じました。
台湾の学校では、テレビを見ながら食事をして、ビックリし
ました。違いだけでなく、同じところもありました。おはし
を使って食事をすることや白米など日本と同じ料理もありま
した。台湾ではみんなで「いただきます。」「ごちそうさま。」
のあいさつがなかったのが一番驚きました。日本は礼儀が
よくていい国だなと思いました。　　　　　　  古

こ が

賀 凛
りん

　私は北投小学との交流会が一番印象に残りました。
お互いに言葉が通じなくても分かり合うことができたからで
す。このことを活かして日本のよいところを伝えていきたい
と思います。　　　　　　　　　　　　　 今

いまむら

村 柚
ゆ ず ゆ

結

　ぼくは、おどろいたことが２つあって、それは、十份がとっ
てもきれいだったのと、トイレにトイレットペーパーがなかっ
たことです。　　　　　　　　　　　　　 市

いちかわ

川 茂
し げ お

央

　私はいろいろなおみやげやさんを見て回りました。台湾
ではパイナップルケーキが有名だということは知っていたけ
ど、実際台湾に行って見てみたらいろんなメーカーのパイ
ナップルケーキがあってびっくりしました。　　石

いしばし

橋 遥
は る か

香

　北投小学での歌のかんげいや、みんなと月琴を弾いた
時間がとても楽しかったです。言葉がちがっても、心は通
じあえるのだと学びました。　　　　　　    菊

き く ち

地 かほ

　台湾の夜市へ行きました。小籠包もおいしかったけど、
いちごあめがいちばんおいしく感じました。友達と一緒に
お金の計算をしながら買い物をして、慣れなくて少し大変
だったけれど、 とても楽しい時間でした。途中間違えてわ
き道に入ってしまうこともあり、少しドキドキしたのも良い思
い出になりました。 　　　　　　　　　　  内

う ち の

野 由
ゆ あ

愛

　台湾研修は２回目の参加でした。映画のモデルになっ
た九份の街を、初めての時と同じくらい、ワクワクして歩
きました。海外の文化に触れることができて、 とても楽し
かったです。　　　　　　　　　　　 　   野

の ぐ ち

口 祐
ゆうせい

生

（敬称略）

感感

団長　志
し む た

牟田 敏
としかた

剛
　大木町と台湾との友好親善交流をきっかけに、平成
27 年 12 月から台湾の小学校との交流が続いています。
　青少年育成事業の一環として訪問した、、お互いに気
心、理解も深まって心の通い合った交流となっています。
　今後も、交流の輪がさらに広がって発展していくことを
念願しています。

石
いしばし

橋 修
おさむ

（大溝小学校長）
　台湾の小学生との現地での交流は大木町の小中学生
にとって、言葉や文化の違いに出会い、相手を理解しよ
うとする心の大切さを学んだ貴重な体験になったと思いま
す。今後も、交流の際には、相手への敬意と対話を大
切にし、自らの見分を広げて欲しいと思います。

想想

▲九份「阿
アーメイチャーロウ

妹茶楼」をバックに全員集合

▲中正紀念公園の模型を見ながら全貌を学習

8
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～ひしのみ国際交流センター台湾研修～

子どもたちが肌で感じた

　12 月 25 日～ 27 日、国際交流を
通した青少年育成を目的に一般財団法
人ひしのみ国際交流センターが企画した

「台湾研修」に 10 人の小中学生が参
加しました。子どもたちは、台

たいぺい
北市

し
北
べいとう

投
区
く

北
べいとう

投国
こくみん

民小
しょうがく

学との交流や現地での見
学を通して、日本と台湾の生活・文化の
違いを肌で感じ取りました。

9

異文化体験

▲学校史
し し つ

室で歓迎される子どもたち

▲キャンパス巡り ▲台湾楽器・南
なんかんしほう

管四宝の弾き方を習う ▲台湾楽器・月
げっきん

琴の演奏を聴く子どもたち

▲キャンパス巡り（タブレット交流）

▲九
きゅうふん

份メインストリートを歩く

▲一緒に学校給食を食べる

▲中
ちゅうせいきねんどう

正紀念堂で蒋
しょうかいせき

介 石像の前で「おおきまちぃ～」

▲北投国民小学　歓迎の歌声に感激する

▲雨の十
じゅっぷん

份で天
てんとう

燈（ランタン）上げ体験
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　大木町、久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町の 4 市 2 町は、平成 28 年
度から「久留米広域連携中枢都市圏」を形成しています。

　「連携中枢都市圏」とは、人口減少・少子高齢化が進む中で、近隣の自治体と連携し、
活力ある社会経済を維持するための仕組みです。複数の自治体が協力することで、サー
ビスが充実したり、圏域の魅力が向上したりします。子育て支援サービスの相互利用
や小児救急の支援、電子図書館などを連携して実施。圏域の住みやすさ向上を目指し、
４市 2 町が一緒に取り組んでいます。
　今年度で10 年目を迎えた圏域の取り組みを紹介します。

　圏域の子育てサービスの利用機会を充実さ
せるため、病児保育の相互利用、ファミリー・
サポート・センター事業（大川市、小郡市は
独自運営）を実施しています。

子育て支援サービス子育て支援サービス
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大木町企画財政課　　0944-32-1036
久留米市総合政策課　0942-30-9112
大川市企画課　　　　0944-85-5553

小郡市経営戦略課　　0942-73-9111
うきは市企画政策課　0943-73-9021
大刀洗町企画財政課　0942-77-0355

小郡市横隈1728 大刀洗町山隈 1598-5 大木町横溝 1331-1


